
 

利用者 

（申請者） 

スケジュール表の

送付（利用者、食

事種類、配達日） 
配食サービス 

事業者 

豊田市 

障がい福祉課 
 

 

委  託 

指定特定 

①連絡（電話等／利用申込み） 

②訪問（アセスメント･利用調整） 

③説明（制度紹介・申請書作成） 

⑥再アセスメント 

 

③ 事業者決定 

（スケジュール表作成） 

④ 

連絡・調整 

受付完了 

④連絡（申請書送付） 

確認（アセスメント･利用調整） 

⑤情報提供（４半期ごと） 

⑥再アセスメント 

④ 

利用決定 

通知 

⑤配食サービス開始 

 安否確認・手渡し 

利用料支払い 

（300 円/食） 

スケジュール表作成

（翌月以降） 

緊急時の関係者連絡 

⑤実績報告・請求 

委託料支払い 

 

１ 利用者による現在の事業者への中止の申し出 

２ 利用者又は指定特定等による市への配食事業

者変更の申し出 

３ 市から希望事業者への配食依頼 

４ 新事業者による配食スケジュールの調整等 

事業者変更の手続き（月単位） 

１ 利用者による事業者への廃止の申し出 

２ 利用者が指定特定等へ廃止届提出 

３ 指定特定等から障がい福祉課へ提出 

 

※利用者から市へ直接提出も可 

利用廃止の手続き 


